
令 和 5年 11月 17日

全 日本デ リバ リー業安全運転協議会

理 事 長  浅  野   秀  則  様

京 都 府 警 察 本 部

交 通 部 長

(公 印 省 略 )

交通死亡事故の発生に伴 う安全運転の徹底 について

謹啓  立冬 の候 、貴協議会 にお かれ ま しては、益 々御清栄 の こ ととお喜び 申 し上

げます。

平素 は警察行政各般 、 と りわ け交通安全活動 の推進 につ きま して、格別 の御理

解 と御協力 を賜 り、厚 く御礼 申 し上げます。

さて、本年 は、 5月 に新型 コロナ ウイル ス感染症が 5類感染症 に移行 した こと

な どもあ り、 日常生活や経済社会活動 が活発 とな り、全 国的に交通事故 が増加 し

てお り、京都府 内において も同様 の傾 向にあ ります。

こ うした 中、 H月 14日 (火 )に は、 フー ドデ リバ リーサー ビスの二輪車配達員

が稼働 中に加 害者 となる交通死亡事故が発生いた しま した。

事故原 因等 につ きま しては、現在 、捜査 中です が、 これ か ら年末 にかけて、例

年、交通事故が増加す る傾 向にあ ります。

貴協議会 に加盟す る会員 の皆様 には、雇用 され ています二輪車配達員 に対 し、

交通法令 の遵守 について指導 し、安全運転 を徹底 していただ きます よ うお願 い 申

し上げます。
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